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 （ 電 子 提 供 措 置 ） 

第 七 条 の 二 法 第 四 十 七 条 の 二 に 規 定 す る 法 務 省 令

で 定 め る も の は 、 第 九 十 二 条 第 一 項 第 一 号 ロ に 掲

げ る 方 法 の う ち 、 イ ン タ ー ネ ッ ト に 接 続 さ れ た 自

動 公 衆 送 信 装 置 （ 公 衆 の 用 に 供 す る 電 気 通 信 回 線

に 接 続 す る こ と に よ り 、 そ の 記 録 媒 体 の う ち 自 動

公 衆 送 信 の 用 に 供 す る 部 分 に 記 録 さ れ 、 又 は 当 該

装 置 に 入 力 さ れ る 情 報 を 自 動 公 衆 送 信 す る 機 能 を

有 す る 装 置 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 使 用 す る も の

 

［ 条 を 加 え る 。 ］ 



 

に よ る 措 置 と す る 。 

 （ 電 子 提 供 措 置 を と る 場 合 に お け る 招 集 の 通 知 の

記 載 事 項 ） 

第 七 条 の 三 法 第 四 十 七 条 の 四 第 二 項 に 規 定 す る 法

務 省 令 で 定 め る 事 項 は 、 電 子 提 供 措 置 （ 法 第 四 十

七 条 の 二 に 規 定 す る 電 子 提 供 措 置 を い う 。 ） を と

る た め に 使 用 す る 自 動 公 衆 送 信 装 置 の う ち 当 該 措

置 を と る た め の 用 に 供 す る 部 分 を イ ン タ ー ネ ッ ト

に お い て 識 別 す る た め の 文 字 、 記 号 そ の 他 の 符 号

又 は こ れ ら の 結 合 で あ っ て 、 情 報 の 提 供 を 受 け る

者 が そ の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 入 力 す る こ と に

よ っ て 当 該 情 報 の 内 容 を 閲 覧 し 、 当 該 電 子 計 算 機

に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 当 該 情 報 を 記 録 す る こ と

 

 

［ 条 を 加 え る 。 ］ 



  
 

が で き る も の そ の 他 の 当 該 者 が 当 該 情 報 の 内 容 を

閲 覧 し 、 当 該 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に

当 該 情 報 を 記 録 す る た め に 必 要 な 事 項 と す る 。 

 （ 役 員 等 賠 償 責 任 保 険 契 約 か ら 除 外 す る 保 険 契 約

） 

第 二 十 条 の 二 法 第 百 十 八 条 の 三 第 一 項 に 規 定 す る

法 務 省 令 で 定 め る も の は 、 次 に 掲 げ る も の と す

る 。 

 一 被 保 険 者 に 保 険 者 と の 間 で 保 険 契 約 を 締 結 す

る 一 般 社 団 法 人 を 含 む 保 険 契 約 で あ っ て 、 当 該

一 般 社 団 法 人 が そ の 業 務 に 関 連 し 第 三 者 に 生 じ

た 損 害 を 賠 償 す る 責 任 を 負 う こ と 又 は 当 該 責 任

の 追 及 に 係 る 請 求 を 受 け る こ と に よ っ て 当 該 一

 

 

［ 条 を 加 え る 。 ］ 



 

般 社 団 法 人 に 生 ず る こ と の あ る 損 害 を 保 険 者 が

塡 補 す る こ と を 主 た る 目 的 と し て 締 結 さ れ る も

の 

 二 役 員 等 が 第 三 者 に 生 じ た 損 害 を 賠 償 す る 責 任

を 負 う こ と 又 は 当 該 責 任 の 追 及 に 係 る 請 求 を 受

け る こ と に よ っ て 当 該 役 員 等 に 生 ず る こ と の あ

る 損 害 （ 役 員 等 が そ の 職 務 上 の 義 務 に 違 反 し 若

し く は 職 務 を 怠 っ た こ と に よ っ て 第 三 者 に 生 じ

た 損 害 を 賠 償 す る 責 任 を 負 う こ と 又 は 当 該 責 任

の 追 及 に 係 る 請 求 を 受 け る こ と に よ っ て 当 該 役

員 等 に 生 ず る こ と の あ る 損 害 を 除 く 。 ） を 保 険

者 が 塡 補 す る こ と を 目 的 と し て 締 結 さ れ る も の 

    第 二 節 計 算     第 二 節 計 算 



  
 

 （ 貸 借 対 照 表 等 の 電 磁 的 方 法 に よ る 公 開 の 方 法 ） 
第 五 十 一 条 法 第 百 二 十 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 措

置 は 、 第 九 十 二 条 第 一 項 第 一 号 ロ に 掲 げ る 方 法 の

う ち 、 イ ン タ ー ネ ッ ト に 接 続 さ れ た 自 動 公 衆 送 信

装 置 を 使 用 す る 方 法 に よ っ て 行 わ な け れ ば な ら な

い 。 

 （ 貸 借 対 照 表 等 の 電 磁 的 方 法 に よ る 公 開 の 方 法 ） 

第 五 十 一 条 法 第 百 二 十 八 条 第 三 項 の 規 定 に よ る 措

置 は 、 第 九 十 二 条 第 一 項 第 一 号 ロ に 掲 げ る 方 法 の

う ち 、 イ ン タ ー ネ ッ ト に 接 続 さ れ た 自 動 公 衆 送 信

装 置 （ 公 衆 の 用 に 供 す る 電 気 通 信 回 線 に 接 続 す る

こ と に よ り 、 そ の 記 録 媒 体 の う ち 自 動 公 衆 送 信 の

用 に 供 す る 部 分 に 記 録 さ れ 、 又 は 当 該 装 置 に 入 力

さ れ る 情 報 を 自 動 公 衆 送 信 す る 機 能 を 有 す る 装 置

を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 使 用 す る 方 法 に よ っ て 行

わ な け れ ば な ら な い 。 

 （ 役 員 等 の た め に 締 結 さ れ る 保 険 契 約 に 関 す る 規

定 の 準 用 ） 

第 六 十 三 条 の 二 第 二 十 条 の 二 の 規 定 は 、 法 第 百 九

 

 

［ 条 を 加 え る 。 ］ 



 

十 八 条 の 二 に お い て 準 用 す る 法 第 百 十 八 条 の 三 第

一 項 の 規 定 に よ り 法 務 省 令 で 定 め る べ き 事 項 に つ

い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 「 一 般 社 団 法

人 」 と あ る の は 、 「 一 般 財 団 法 人 」 と 読 み 替 え る

も の と す る 。 

    第 二 節 計 算     第 二 節 計 算 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び そ の 標 記 部 分 に 二 重 傍 線 を 付 し た 規 定 の 当 該 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た

傍 線 は 注 記 で あ る 。 

 


